
　 令和8年5月27日

学長　糸山　祐

（１）環境の整備

不正発生要因 不正発生要因の詳細 不正防止計画 具体的行動

1.使用ルール、規程等の理解不足 研究者が使用ルール、規程等を理解し
ていないことにより、研究費を不適切な
執行が発生する。

使用ルール、規程等の周知 学内使用ルール、科学研究費ハンドブックに明
記し、公的研究費使用ルール説明会にて周知
を徹底する。
チェックリストにより理解度を測る。

2.不明瞭な責任体制 経費の管理執行に対しての責任が曖昧
になる。

責任体制の明確化 規程等により全学の責任体制を明確化する。

3.情報共有の停滞 経費の管理執行が適正に行われている
か不明瞭である。

情報の発信 内部監査等の結果を、学内理事会で定期的に
発信する。

4.法令遵守意識の低下 法令遵守意識の向上 学内使用ルール、科学研究費ハンドブックに明
記し、公的研究費使用ルール説明会にて周知
を徹底する。

説明会において、不正発生時に全学の教育研
究活動に与える影響等を周知することにより、
法令遵守意識の向上を図り、誓約書を徴収す
る。

（２）物品等の発注検収

不正発生要因 不正発生要因の詳細 不正防止計画 具体的行動

1.経費執行の年度末集中 購入時期が不適切なため、研究に支障
が生じる。

早期計画的執行の推進 毎月収支簿を配付、執行状況を周知し、早期
計画的執行を啓発する。必要に応じて指導助
言を行う。
備品の発注については、期限を設ける。

2.予算の使い切り意識 不要な物品を購入する。 繰越制度等の周知 公的研究費の採択時の使用ルール説明にて繰
越制度等の周知を行うことにより、繰越制度の
利用促進を図る。

3.検収制度への理解不足 検収制度の周知 公的研究費の採択時に全品検収を実施するこ
とについて説明を徹底する。

4.検収制度の形骸化 検収制度の徹底 全品検収を実施し、検収者の検収印のないものは、経
理処理を行わない。
検収時において、購入内容や数量等に不自然な点が
認められる場合は、用途等の確認を行う。

5.発注制度の理解不足 発注制度の周知 公的研究費使用ルール説明会で発注制度に
ついて周知する。

取引業者に対し、発注制度を十分に理解した
上で本学との取引を行うよう周知し、誓約書を
徴収する。

6.発注状況の把握が不十分 関係教職員等の情報共有 5万円以上の備品については、必要書類を揃えて、発
注前に事務局の事前決裁を行う。
毎月配付している収支状況について、事務局において
執行状況を概括的に確認し、必要に応じて内容の確認
を行う。

湘南工科大学公的研究費不正防止計画

競争的資金が国民の税金であり、不正
使用が国民の負託を裏切る行為である
との認識が不足している。

業者と癒着し、架空請求や水増し請求
などにより、資金を不正に使用する。

公的研究費の適正な使用に努め、不正使用を防止するべく「学校法人湘南工科大学公的研究費取扱規程」に基

づき、不正防止計画を以下のとおり策定する。なお、本計画は、今後不正を発生させる要因の把握とその検証を進

め、適宜見直しを行い、公的研究費の適正使用を推進することとする。



（３）給与謝金

不正発生要因 不正発生要因の詳細 不正防止計画 具体的行動

1.労働の対価との意識が不十分 アルバイト従事予定者に対する事
前説明の徹底

雇用時に、アルバイト従事予定者と事務担当者
が面談し、給与謝金手続きについて、従事予定
者へ周知する。

2.事務局による勤務時間管理が不十
分

事務局による勤務管理の徹底 タイムカードで管理する。
情報収集などの場合は、タイムテーブルや成果報告書
などの提出を求める。
必要に応じて、従事実態について一部抽出による確認
を行う。

（４）旅費

不正発生要因 不正発生要因の詳細 不正防止計画 具体的行動

1.旅費請求手続きの形骸化 旅費を水増し請求する。 旅費請求手続きの周知徹底 学内使用ルールにより、航空機搭乗証明書な
ど証憑書類の確認を徹底する。
必要に応じて、出張内容について一部抽出に
よる事実確認を行う。

2.出張事実の確認が不十分 ・出張したが用務先に行っていない。
・出張を取りやめたが、行ったとして旅
費を受給した。

出張事実の確認の徹底
事後的に確認ができるように、用務内容等を具
体的に記載することを徹底する。また、記載内
容を確認するため、開催通知、関連メール等関
係資料を確認する。

（５）情報伝達体制の確立

項目 具体的行動

1.相談窓口 事務課を相談窓口とし、適正な使用の指導助
言を行う。

2.通報窓口 「学校法人湘南工科大学公益通報に関する規
程」に基づき、受付窓口を内部監査室に設置
し、通報者等の保護体制について、説明会で
周知する。

3.内部監査の実施 採択者に対する説明会において、内部監査を行うこと
を説明する。監査結果を学内理事会で報告し、周知す
る。
本計画の実施状況について、内部監査等を通じて検証
し、必要に応じて見直しを行う。

以上

内部監査の意識が薄い。

要因

・アルバイトの勤務時間を実際よりも多く
出勤簿に記入させ、水増し請求を行う。
・研究とは関係のない業務をする。
・学生アルバイトに支払われた賃金を研
究室などにペイバックする。

研究者が誤った判断に基づく研究費を使用する。

・通報する担当部署がわからない。
・通報を行うことに抵抗があるため、通報窓口が利用されない。


